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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板上に備えられた複数の画素電極と、
　前記画素電極上に位置し、前記各画素電極の所定部分を露出する開口部を備える画素定
義膜と、
　前記画素定義膜の上部及び内部に位置する少なくとも二つのバリア層と、
　前記露出された画素電極上にレーザ熱転写法によって形成された発光層と、
　を備え、
　前記画素定義膜の厚さは、１０００Åないし５０００Åであり、
　前記バリア層は、前記画素電極上でその端部が互いに接していることを特徴とするエレ
クトロルミネッセンスディスプレイ装置。
【請求項２】
　前記バリア層は、前記画素定義膜の厚さに対して１０％以下で形成することを特徴とす
る請求項１に記載のエレクトロルミネッセンスディスプレイ装置。
【請求項３】
　前記バリア層は、イオンまたは不活性気体によって硬化されて形成されたことを特徴と
する請求項１に記載のエレクトロルミネッセンスディスプレイ装置。
【請求項４】
　前記イオンは、Ｂ、Ｐ及びＡｓからなる一群から選択された一つであることを特徴とす
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る請求項３に記載のエレクトロルミネッセンスディスプレイ装置。
【請求項５】
　前記不活性気体は、Ａｒ、Ｈｅ、Ｘｅ、Ｈ２及びＮｅからなる一群から選択された一つ
であることを特徴とする請求項３に記載のエレクトロルミネッセンスディスプレイ装置。
【請求項６】
　基板と、
　前記基板上に備えられた複数の画素電極と、
　前記画素電極上に位置し、前記各画素電極の所定部分を露出する開口部を備える少なく
とも二つ以上の画素定義膜と、
　前記各画素定義膜の上部及び内部に少なくとも二つのバリア層と、
　前記露出された画素電極上にレーザ熱転写法によって形成された発光層と、
　を備え、
　前記画素定義膜の厚さは、１０００Åないし５０００Åであり、
　前記バリア層は、前記画素電極上でその端部が互いに接していることを特徴とするエレ
クトロルミネッセンスディスプレイ装置。
【請求項７】
　前記バリア層は、前記各画素定義膜の厚さに対して１０％以下で形成することを特徴と
する請求項６に記載のエレクトロルミネッセンスディスプレイ装置。
【請求項８】
　前記バリア層は、イオンまたは不活性気体によって硬化されて形成されたことを特徴と
する請求項６に記載のエレクトロルミネッセンスディスプレイ装置。
【請求項９】
　前記イオンは、Ｂ、Ｐ及びＡｓからなる一群から選択された一つであることを特徴とす
る請求項８に記載のエレクトロルミネッセンスディスプレイ装置。
【請求項１０】
　前記不活性気体はＡｒ、Ｈｅ、Ｘｅ、Ｈ２及びＮｅからなる一群から選択された一つで
あることを特徴とする請求項８に記載のエレクトロルミネッセンスディスプレイ装置。
【請求項１１】
　基板上にパターンされた画素電極を備える段階と、
　前記画素電極を含む基板の全面に形成し、前記画素電極の所定部分を露出する開口部を
備える画素定義膜を形成する段階と、
　前記画素定義膜の上部に不純物を注入してバリア層を形成する段階と、
　前記露出された画素電極上にレーザ熱転写法によって発光層を形成する段階と、
　前記発光層上に対向電極を形成する段階と
　を含み、
　前記画素定義膜の厚さは、１０００Åないし５０００Åであり、
　前記画素定義膜の材料の表面にバリア層を形成する段階と前記露出された画素電極上に
発光層を形成する段階との間には、
　前記画素電極を含む基板全面に形成し、前記画素電極の所定部分を露出する開口部を備
える画素定義膜を形成する段階と、
　前記画素定義膜の上部に不純物を注入してバリア層を形成する段階と
　が順次に少なくとも１回以上さらに含まれ、
　前記バリア層は、前記画素電極上でその端部が互いに接していることを特徴とするエレ
クトロルミネッセンスディスプレイ装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記不純物は、イオンや不活性気体であることを特徴とする請求項１１に記載のエレク
トロルミネッセンスディスプレイ装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記イオンは、Ｂ、Ｐ及びＡｓの中の一つであることを特徴とする請求項１２に記載の
エレクトロルミネッセンスディスプレイ装置の製造方法。
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【請求項１４】
　前記イオンは、前記画素定義膜の上部に７５ｋｅＶないし８６ｋｅＶの加速エネルギー
で１０１４ないし１０１５ｉｏｎｓ／ｃｍ２のドーズ量でドーピングされることを特徴と
する請求項１２に記載のエレクトロルミネッセンスディスプレイ装置の製造方法。
【請求項１５】
　前記不活性気体は、Ａｒ、Ｈｅ、Ｘｅ、Ｈ２及びＮｅからなる一群から選択された一つ
であることを特徴とする請求項１２に記載のエレクトロルミネッセンスディスプレイ装置
の製造方法。
【請求項１６】
　前記不活性気体は、前記画素定義膜の上部に１００Ｗの電力で５０ｓｃｃｍ以上のガス
を１０ｍｔｏｒｒないし４００ｍｔｏｒｒの真空内で加速することを特徴とする請求項１
２に記載のエレクトロルミネッセンスディスプレイ装置の製造方法。
【請求項１７】
　前記バリア層は、前記画素定義膜の厚さに対して１０％以下で形成することを特徴とす
る請求項１１に記載のエレクトロルミネッセンスディスプレイ装置の製造方法。
【請求項１８】
　基板上にパターンされた画素電極を備える段階と、
　前記画素電極を含む基板全面に形成し、前記画素電極の所定部分を露出する開口部を備
える画素定義膜を形成する段階と、
　前記画素定義膜の一部を熱硬化してバリア層を形成する段階と、
　前記露出された画素電極上にレーザ熱転写法によって発光層を形成する段階と、
　前記発光層上に対向電極を形成する段階と
　を含み、
　前記画素定義膜の厚さは、１０００Åないし５０００Åであり、
　前記画素定義膜の材料の表面にバリア層を形成する段階と、前記露出された画素電極の
上部に発光層を形成する段階との間には、
　前記画素電極を含む基板全面に形成し、前記画素電極の所定部分を露出する開口部を備
える画素定義膜を形成する段階と、
　前記画素定義膜の一部を熱硬化してバリア層を形成する段階と
　が順次に少なくとも１回以上さらに含まれ、
　前記バリア層は、前記画素電極上でその端部が互いに接していることを特徴とするエレ
クトロルミネッセンスディスプレイ装置の製造方法。
【請求項１９】
　前記バリア層は、前記画素定義膜の厚さが５０％に縮まるまで塑性されて形成されるこ
とを特徴とする請求項１８に記載のエレクトロルミネッセンスディスプレイ装置の製造方
法。
【請求項２０】
　前記各画素定義膜は、２０００Åの厚さで形成することを特徴とする請求項１９に記載
のエレクトロルミネッセンスディスプレイ装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エレクトロルミネッセンスディスプレイ装置及びその製造方法に関するもの
で、さらに詳しくは画素定義膜からのアウトガス量を減少させ、前記アウトガスによる発
光部の劣化が防止できるように少なくとも一つ以上のバリア層を有する画素定義膜を備え
るエレクトロルミネッセンスディスプレイ装置及びその製造方法（Ｅｌｅｃｔｒｏｌｕｍ
ｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｄｅｖｉｃｅ　ａｎｄ　ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　ｍ
ａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ　ｔｈｅ　ｓａｍｅ）に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　高度の情報化時代に伴い、迅速且つ正確な情報を手に入れようとする要求が多くなるに
つれて、軽量で薄く携帯し易いものと情報処理速度が早いディスプレイ装置に関する開発
が急速に進められている。既存のＣＲＴは、重量、体積、及び消費電力が大きく、ＬＣＤ
は工程の複雑性、狭い視野角、コントラスト、及び大面積化について技術的な限界がある
。
【０００３】
　一方、有機電界発光素子は、有機発光層を含む有機膜に電圧を印加させることで、電子
と正孔が有機発光層内で再結合して光を発生する自己発光型としてＬＣＤのようなバック
ライトが要らないため軽量薄型が可能であるだけではなく工程を単純化させることができ
、応答速度もＣＲＴと同様なレベルであり、消費電力面からも有利である。これによって
、有機電界発光素子が次世代ディスプレイとして急上昇している。
【０００４】
　図１は、一般の有機電界発光素子を示す平面図で、前記有機電界発光素子の赤色（Ｒ）
、緑色（Ｇ）及び青色（Ｂ）の単位画素で構成された一つの画素に限定された図である。
　図１を参照すると、一方向に配列されたスキャンライン１、前記スキャンライン１と互
いに絶縁されて交差するデータライン２及び前記スキャンライン１と互いに絶縁されて交
差し、前記データライン２に平行に共通電源電圧ライン３が位置する。前記スキャンライ
ン１、前記データライン２及び共通電源電圧ライン３によって複数の単位画素、例えば、
赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）及び青色（Ｂ）の単位画素で定義される。
【０００５】
　前記各単位画素は、スイッチング薄膜トランジスタ５、駆動薄膜トランジスタ６、キャ
パシタ７及び有機発光素子９を備える。
　前記各単位画素は、前記スキャンライン１に印加された信号によって前記データライン
２に印加されたデータ信号を、例えばデータ電圧と前記共通電源ライン３に印加された電
圧差による電荷を蓄積するキャパシタ７及び前記キャパシタ７に蓄積された電荷による信
号を前記スイッチング薄膜トランジスタ５によって駆動薄膜トランジスタ６に入力する。
続いて、データ信号を入力された前記駆動薄膜トランジスタ６は、画素電極８、対向電極
、及び二つの電極との間に有機発光層を備えた前記有機発光素子９に電気的信号を送って
光を放出する。
【０００６】
　図２は、前記図１の切断線Ｉ－Ｉ′に沿って示された有機電界発光素子における有機発
光素子の断面図である。
　図２を参照すると、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）及び青色（Ｂ）の単位画素領域を有する基
板を供給する。
　基板１０の上に画素電極８を形成した後、発光層が形成される画素領域を定義するため
に基板全面にかけて前記画素電極８の上部に画素定義膜１２を形成する。
【０００７】
　ここで、前記画素定義膜１２は通常的に感光性物質からなり、フォトリソグラフィ工程
で前記画素電極８の一部を露出させる開口部１１を形成する。
　以後、開口部１１が形成された画素定義膜１２の硬化のために２３０℃ないし２８０℃
でベーク工程を通すことになる。
【０００８】
　続いて、前記基板全面にかけて前記開口部１１上に少なくとも有機発光層を含む有機膜
１３を形成し、その上部に対向電極１４を形成した後に封止することで、有機電界発光素
子を製造する。
　前記有機膜１３は有機発光層の外の正孔注入層、正孔輸送層、正孔抑制層、電子輸送層
及び電子注入層の中から一つないしすべてを積層して多層の有機膜に形成することができ
る。
【０００９】
　しかしながら、前記画素定義膜１２は短期的、または長期的な化学的分解によってアウ
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トガスが生成される。このようなアウトガスが有機発光素子に投入されて、前記有機発光
素子を構成する有機膜を劣化させて画素縮小現象（ｐｉｘｅｌ　ｓｈｒｉｎｋａｇｅ）を
発生したり、素子の寿命を低下させる。また、前記画素定義膜１２は、高温で発生するこ
ともある作用基によって、有機膜層の有機分子が発光機能のない構造に変性され、輝度及
び色相を大きく変化させることもある。
【００１０】
　したがって、前述のような影響の少ない無機膜を有して画素定義膜として用いられるこ
ともあるが、工程上厳しい問題もある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、前述のような問題点と共に、全般的な問題点を解決するためのもので、画素
定義膜からのアウトガス量を減少させて前記アウトガスによる有機膜の劣化を防止するこ
とができるように、前記画素定義膜上に少なくとも一つ以上のバリア層を形成するエレク
トロルミネッセンスディスプレイ装置及びその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　前述のような目的、及びその他の目的を果たすために本発明は、基板と、前記基板上に
備えられた複数の画素電極と、前記画素電極上に位置し前記各画素電極の所定部分を露出
する開口部を備える画素定義膜と、前記画素定義膜の上部及び／または内部に位置する少
なくとも一つのバリア層とを備えることを特徴とするエレクトロルミネッセンスディスプ
レイ装置を提供する。
【００１３】
　本発明は、また前述のような目的を果たすために、基板と、前記基板上に備えられた複
数の画素電極と、前記画素電極上に位置し、前記各画素電極の所定部分を露出する開口部
を備える少なくとも一つ以上の画素定義膜と、前記各画素定義膜の上部及び／または内部
に少なくとも一つのバリア層とを備えることを特徴とするエレクトロルミネッセンスディ
スプレイ装置を提供する。
【００１４】
　本発明は、また前述のような目的を果たすため、エレクトロルミネッセンスディスプレ
イ装置の製造方法は基板上にパターンされた画素電極を備える段階と、前記画素電極を含
む基板全面に形成し、前記画素電極の所定部分を露出する開口部を備える画素定義膜を形
成する段階と、前記画素定義膜の上部に不純物を注入してバリア層を形成する段階と、前
記露出された画素電極上に発光層を形成する段階と前記発光層上に対向電極を形成する段
階とを含む。
【００１５】
　本発明は、また前述のような目的を果たすため、エレクトロルミネッセンスディスプレ
イ装置の製造方法は基板上にパターンされた画素電極を備える段階と、前記画素電極を含
む基板全面に形成し、前記画素電極の所定部分を露出する開口部を備える画素定義膜を形
成する段階と、前記画素定義膜の一部を熱硬化してバリア層を形成する段階と、前記露出
された画素電極上に発光層を形成する段階と、前記発光層上に対向電極を形成する段階と
を含む。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明のエレクトロルミネッセンスディスプレイ装置及びその製造方法によれば、次の
ような効果を得ることができる。
　一番目として、画素定義膜内にアウトガスを誘発させない、少なくとも一つ以上のバリ
ア層が備えられることで、画素定義膜からのアウトガス量を減少させることができる。
　二番目として、画素定義膜内に少なくとも一つ以上のバリア層を備えることで、前記画
素定義膜で発生したアウトガスが前記画素定義膜から排出することを防止し、前記アウト
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ガスが発光層などの表示部に影響を及ぼして表示部を劣化させるのを防ぐことができる。
【００１７】
　三番目として、画素定義膜内に少なくとも一つ以上のバリア層を備えることで、前記画
素定義膜から発生したアウトガスが前記画素定義膜から排出されるパスの長さを伸ばすこ
とで、アウトガスの放出量を減少させることができる。
　四番目として、画素定義膜の厚さが５０００Å以下になるように形成することで、前記
画素定義膜を形成した後、表示部を構成する発光部などを形成する段階で熱転写法を用い
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】従来のエレクトロルミネッセンスディスプレイ装置を示す平面図である。
【図２】図１の切断線Ｉ－Ｉ′の断面図である。
【図３Ａ】本発明の好ましい一実施形態によるエレクトロルミネッセンスディスプレイ装
置を示す断面図である。
【図３Ｂ】本発明の好ましい一実施形態によるエレクトロルミネッセンスディスプレイ装
置を示す断面図である。
【図３Ｃ】本発明の好ましい一実施形態によるエレクトロルミネッセンスディスプレイ装
置を示す断面図である。
【図４】画素定義膜の上部に不純物を注入して形成されたバリア層を示す写真である。
【図５】本発明の好ましい、また他の一実施形態によるエレクトロルミネッセンスディス
プレイ装置を示す断面図である。
【図６】本発明の好ましい、また他の一実施形態によるエレクトロルミネッセンスディス
プレイ装置を示す断面図である。
【図７】本発明の好ましい、また他の一実施形態によるエレクトロルミネッセンスディス
プレイ装置を示す断面図である。
【図８】本発明の好ましいまた他の一実施形態によるエレクトロルミネッセンスディスプ
レイ装置を示す断面図である。
【図９】本発明の好ましいまた他の一実施形態によるエレクトロルミネッセンスディスプ
レイ装置を示す断面図である。
【図１０】本発明の好ましい、一実施形態によるエレクトロルミネッセンスディスプレイ
装置の製造方法を示す断面図である。
【図１１】本発明の好ましい、一実施形態によるエレクトロルミネッセンスディスプレイ
装置の製造方法を示す断面図である。
【図１２】画素定義膜の一部を熱硬化してバリア層が形成されたことを示す写真である。
【図１３】本発明の好ましい、一実施形態によるエレクトロルミネッセンスディスプレイ
装置の製造方法を示す断面図である。
【図１４】本発明の好ましい、一実施形態によるエレクトロルミネッセンスディスプレイ
装置の製造方法を示す断面図である。
【図１５】本発明の好ましい、一実施形態によるエレクトロルミネッセンスディスプレイ
装置の製造方法を示す断面図である。
【図１６】本発明の好ましい、また他の一実施形態によるエレクトロルミネッセンスディ
スプレイ装置の製造方法を示す断面図である。
【図１７】本発明の好ましい、また他の一実施形態によるエレクトロルミネッセンスディ
スプレイ装置の製造方法を示す断面図である。
【図１８】本発明の好ましい、また他の一実施形態によるエレクトロルミネッセンスディ
スプレイ装置の製造方法を示す断面図である。
【図１９】本発明の好ましい、また他の一実施形態によるエレクトロルミネッセンスディ
スプレイ装置の製造方法を示す断面図である。
【図２０】本発明の好ましい、また他の一実施形態によるエレクトロルミネッセンスディ
スプレイ装置の製造方法を示す断面図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、添付された図面を参照して、本発明の好ましい実施形態を詳しく説明する。
　図３Ａないし図３Ｄは本発明の一実施形態によるエレクトロルミネッセンスディスプレ
イ装置及びその製造方法を説明するための断面図である。
【００２０】
　図３Ａを参考して説明すると、まず基板１００が供給される。前記基板１００上にバッ
ファ層１１０を形成するのが好ましい。前記バッファ層１１０は前記基板１００から流出
される不純物を止める役目をする。この場合、前記バッファ層１１０シリコン酸化膜、シ
リコン窒化膜、及びシリコン酸化膜／シリコン窒化膜の積層膜からなる一群から選択され
た一つで形成することができる。
【００２１】
　前記のバッファ層１１０上に非晶質のシリコン膜を塗布した後、結晶化させた後にパタ
ーニングしてポリシリコン膜１２５を形成する。
　前記ポリシリコン膜１２５上部に基板全面にかけてゲート絶縁膜１２０を形成した後、
前記ゲート絶縁膜１２０上に所定の部分、すなわちチャンネル領域１２５ｂが形成される
部分と対向する部分にゲート電極１３５を蒸着する。
【００２２】
　その後に、前記ポリシリコン膜１２５にイオンドーピング処理をすることによってドレ
イン領域１２５ａ、ソース領域１２５ｃ、及びチャンネル領域１２５ｂで構成された半導
体層１２５を形成する。
　前記のゲート電極１３５の上部にゲート絶縁膜１２０の全面にかけて層間絶縁膜１３０
を形成し、ゲート絶縁膜１２０と層間絶縁膜１３０をエッチングしてドレイン領域１２５
ａとソース領域１２５ｃの所定部分が露出されるコンタクトホールを形成する。
【００２３】
　前記コンタクトホールを介して層間絶縁膜１３０上にソース／ドレイン領域１２５ｃ、
１２５ａとそれぞれ接続されるソース／ドレイン電極１４５を形成する。
　前記層間絶縁膜１３０上の全面にかけてソース／ドレイン電極１４５を覆うパッシベイ
ション絶縁膜１４０を形成する。ここで、前記パッシベイション絶縁膜１４０はＳｉＯ２

、ＳｉＮｘ及びＳｉＯ２／ＳｉＮｘ積層膜の中から一つを選択することが好ましい。
【００２４】
　前記パッシベイション絶縁膜１４０上に薄膜トランジスタによる段差を平坦化するため
の平坦化膜１５０を含むことがもっとも好ましい。ここで、前記平坦化膜１５０は後続工
程で有機膜が薄く形成されることによって薄膜トランジスタの段差によって発生する乱反
射を防ぐことができる。
　前記平坦化膜１５０はポリアミド樹脂、ポリイミド樹脂、アクリル樹脂、及びシリコン
係樹脂からなる一群から選択された一つの物質で形成することができる。
【００２５】
　続いて、前記平坦化膜１５０上にソース／ドレイン電極１４５の中から一つを露出させ
るビアホール１５５を形成し、前記ビアホール１５５によって露出されたソース／ドレイ
ン電極１４５上に平坦化膜１５０の全面にかけて接する画素電極１６５を形成する。
【００２６】
　ここで、前記画素電極１６５がアノードの場合、仕事関数が高い金属としてＩＴＯやＩ
ＺＯからなる透明電極や、Ｐｔ、Ａｕ、Ｉｒ、Ｃｒ、Ｍｇ、Ａｇ、Ｎｉ、Ａｌ、及びこれ
らの合金からなる一群から選択された反射電極でもある。
　また、前記画素電極１６５がカソードの場合、仕事関数が低い金属としてＭｇ、Ｃａ、
Ａｌ、Ａｇ、Ｂａ、及びこれらの合金からなる一群から選択し、薄厚さを有する透明電極
であるか、または厚い反射電極でもある。
　前記画素電極１６５が形成された基板全面に屈曲された画素電極を十分に覆うことがで
きる画素定義膜１６０を形成する。
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【００２７】
　ここで、前記画素定義膜１６０は、スピンコーティングやディップコーティング方式を
用いて形成することができる。この場合、前記画素定義膜１６０はレーザ熱転写法によっ
て後述する有機膜を形成することを考慮して１０００Åないし５０００Åの厚さを有する
ように形成することが好ましい。
【００２８】
　前記画素定義膜１６０は有機膜として、ポリスチレン、ポリメチルメタアクリレート、
ポリアクリロニトリル、ポリアミド、ポリイミド、ポリアリールエーテル、ヘテロサイク
リックポリマー、パリレン、フッ素高分子、エポキシ樹脂、ベンゾサイクルロブテン系樹
脂、シロキサン系樹脂及びシーラン樹脂からなる一群から選択される一種の物質で形成さ
れる。
【００２９】
　以後、図３Ｂのように前記画素電極１６５の上部に形成された画素定義膜１６０を通常
のフォトリソグラフィ工程を介してパターニングして画素電極の所定部分を露出させる開
口部Ａを形成する。
　前記画素定義膜１６０を２３０℃ないし２６０℃の温度でベーク工程を経って硬化させ
、内部に残存するアウトガスを取除こうとしたが、完全にアウトガスを取除くことができ
なくて有機発光素子に悪影響を及ぼすこともある。
【００３０】
　前記画素定義膜の上部に前記アウトガスから有機エレクトロルミネッセンス素子を保護
するためにバリア層を形成することが好ましい。
　前記バリア層は前記画素定義膜１６０の上部に不純物（Ｘ）を注入する工程を経って画
素定義膜の表面を再び硬化させることで形成することができる。
【００３１】
　ここで、前記不純物（Ｘ）がＢ、Ｐ及びＡｓからなるイオンの中の一つでもある。
　一方、前記不純物（Ｘ）はＡｒ、Ｈｅ、Ｘｅ、Ｈ２及びＮｅからなる不活性気体の中の
一つでもある。
【００３２】
　ここで、前記バリア層１６０′を厚く形成するほどアウトガスが有機膜層に放出される
ことを防止することができるが、バリア層を厚く形成するためには、高エネルギーを用い
たり不純物濃度を増加させることで可能である。しかしながら、このような工程は高価の
装備を必要としたり持続的な投資を行わなければならないので生産性の低下及び生産単価
が増加する。したがって、不純物ドーピングの後に形成されたバリア層の厚さは画素定義
膜の厚さの１０％以下に形成するのが好ましい。
【００３３】
　続いて、図３Ｃのように前記画素電極１６５及び画素定義膜１６０上に少なくとも発光
層１７０を形成する。
　この際、有機電界発光素子の場合、前記発光層は低分子有機膜または高分子有機膜で形
成することができる。
【００３４】
　低分子有機膜を用いる場合、前記発光部１７０はホール注入層（ＨＩＬ：ｈｏｌｅ　ｉ
ｎｊｅｃｔｉｏｎ　ｌａｙｅｒ）、ホール輸送層（ＨＴＬ：ｈｏｌｅ ｔｒａｎｓｐｏｒ
ｔ　ｌａｙｅｒ）、発光層（ＥＭＬ：ｅｍｉｓｓｉｏｎ　ｌａｙｅｒ）、電子輸送層（Ｅ
ＴＬ：ｅｌｅｃｔｒｏｎ ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｌａｙｅｒ）及び電子注入層（ＥＩＬ：
ｅｌｅｃｔｒｏｎ　ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ　ｌａｙｅｒ）などが単一、あるいは複合の構造
として積層されて形成されることができ、使用可能な有機材料も銅フタロシアン（ＣｕＰ
ｃ：ｃｏｐｐｅｒ　ｐｈｔｈａｌｏｃｙａｎｉｎｅ）、Ｎ、Ｎ－ジ（ナフタリン－１－イ
ル）－Ｎ、Ｎ′－ジフェニル－ベンジデン（Ｎ、Ｎ′－Ｄｉｎａｐｈｔｈａｌｅｎｅ－１
－ｙｌ）－Ｎ、Ｎ′－ｄｉｐｈｅｎｙｌ－ｂｅｎｚｉｄｉｎｅ：ＮＰＢ）、トリス－８－
ハイドロキシキノリンアルミニウム（ｔｒｉｓ－８－ｈｙｄｒｏｘｙｑｕｉｎｏｌｉｎｅ
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　ａｌｕｍｉｎｕｍ：Ａｌｑ３）を含めて多様に適用できるが、前記画素電極及び対向電
極に電荷を供給するとホール（ｈｏｌｅ）と電子とが結合することによって励起子（ｅｘ
ｉｔｏｎ）が生成され、この励起子が励起状態から基底状態に変化することによって前記
発光層が発光する。
【００３５】
　もちろん、前記発光層の構造は、必ず上に限定されるのではなく、必要によって多様な
層として構成することもできる。
　高分子有機膜を用いる場合には、前記発光層１７０は大体がホール輸送層（ＨＴＬ）及
び発光層（ＥＭＬ）に備えられることができる。前記高分子ホール輸送層はポリエチレン
ジヒドロキシチオフェン（ＰＥＤＯＴ：ｐｏｌｙ－（２、４）－ｅｔｈｙｌｅｎｅ－ｄｉ
ｈｙｄｒｏｘｙ　ｔｈｉｏｐｈｅｎｅ）や、ポリアニリン（ＰＡＮＩ：ｐｏｌｙａｎｉｌ
ｉｎｅ）を用いてインクジェットプリンティングやスピンコーティング方法によって形成
することができる。前記高分子有機発光層はＰＰＶ、ＳｏｌｕｂｌｅＰＰＶ′ｓ、Ｃｙａ
ｎｏ－ＰＰＶ、ポリフルオレン（Ｐｏｌｙｆｌｕｏｒｅｎｅ）で備えられることができる
。もちろん、このような高分子有機層の場合にも前記有機膜の構造は必ず上に限定される
のではなく、必要によって多様な層として構成することができる。
【００３６】
　前記発光層は、蒸着工程、インクジェットプリンティングやスピンコーティング、また
はレーザ熱転写法などの通常の方法でカラーパターンを形成することができる。
　この場合、無機エレクトロルミネッセンス素子の場合、前記発光層は前述した有機膜の
代わりに無機膜で備えられて、これは発光層及び前記発光層と電極との間に介在した絶縁
層に備えられることができる。もちろん、前記無機膜の構造は、必ず上に限定されるので
はなく、必要によって多様な層で構成することができる。無機エレクトロルミネッセンス
素子の場合、前記発光層はＺｎＳ、ＳｒＳ、ＣａＳなどのような金属硫化物、またはＣａ
Ｇａ２Ｓ４、ＳｒＧａ２Ｓ４などのようなアルカリ土類カリウム硫化物、及びＭｎ、Ｃｅ
、Ｔｂ、Ｅｕ、Ｔｍ、Ｅｒ、Ｐｒ、Ｐｂなどを含む遷移金属、またはアルカリ稀金属のよ
うな発光中心原子で備えられることができる。
【００３７】
　その後に、前記発光層７０上に対向電極１８０を形成する。
　前記対向電極１８０がカソードの場合において、前記発光層１７０の上部に形成されて
仕事関数が低い導電性の金属としてＬｉ、ＬｉＦ／Ｃａ、ＬｉＦ／Ａｌ、Ｍｇ、Ｃａ、Ａ
ｌ、Ａｇ及びこれらの合金からなる一群から選択された一つの物質として薄い厚さを有す
る透明電極、若しくは厚い厚さを有する反射電極で形成される。
【００３８】
　また、前記対向電極１８０がアノードの場合において、仕事関数が高い金属として、Ｉ
ＴＯまたはＩＺＯからなる透明電極、若しくはＰｔ、Ａｕ、Ｉｒ、Ｃｒ、Ｍｇ、Ａｇ、Ｎ
ｉ、Ａｌ及びこれらの合金からなる反射電極でもある。
　そして、上部メタル缶のような封止材で封止することによってエレクトロルミネッセン
スディスプレイ装置を製造することができる。
【００３９】
　図４は、画素定義膜の上部に不純物を注入した時の写真である。
　図４のように、基板上部に形成された画素定義膜にＰイオンを７５ｋｅＶの加速エネル
ギーで１×１０１５ｉｏｎｓ／ｃｍ２のドーズ量で注入することによって再び硬化されて
２８００Åの厚さを有するバリア層１６０′を形成することを確認することができた。
　これで、別途のマスク工程なしで、不純物を注入することによってバリア層を形成して
アウトガスによる素子の劣化及び画素縮小現象等の問題点を解決することができる。
【００４０】
　したがって、本発明では前記画素定義膜１６０内にアウトガスを発生させないバリア層
１６０′が備えられるようにすることによって、前記画素定義膜１６０内でアウトガスを
誘発することができる領域の大きさを相対的に減らして窮極的にアウトガス量を減少させ
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ることができるようにする。また前記画素定義膜１６０にバリア層１６０′が備えられる
ようにすることによって、前記画素定義膜１６０内から発生するアウトガスが前記画素定
義膜１６０の外部に排出されて素子に影響を及ぼすことを防ぐことができる。特に後者の
場合、前記画素定義膜１６０内から発生するアウトガスが前記画素定義膜１６０の外部に
排出されるためには前記バリア層１８６ｂを回っていかなければならないので、前記アウ
トガスの排出経路を長くすることによって前記アウトガスの排出を防ぐことができる効果
が得られる。
【００４１】
　また、前述のような構造において、前記バリア層１６０′が前記画素定義膜１６０の表
面に備えられることによって前記画素定義膜１６０の内部で発生したアウトガスが前記画
素定義膜１６０の外部に排出できないようにする。
　図５は、本発明の好ましい第２実施形態によるエレクトロルミネッセンスディスプレイ
装置を示す断面図である。
【００４２】
　図５を参照すると、画素定義膜２８６が表示部２６０の間、さらに正確には画素電極２
６１の間に備えられている。この実施形態と前記第１実施形態においての異なる点は、こ
の実施形態によるエレクトロルミネッセンスディスプレイ装置では、各画素定義膜２８６
が二重のバリア層２８６ｂ１、２８６ｂ２を含んでいるという点である。
【００４３】
　この実施形態によるエレクトロルミネッセンスディスプレイ装置によれば、前記画素定
義膜２８６内にアウトガスを発生させない二重のバリア層２８６ｂ１、２８６ｂ２が備え
られるようにすることによって、前記画素定義膜２８６内でアウトガスを誘発することが
できる領域の大きさを相対的に減らして窮極的にアウトガス量を減少させることができる
。
【００４４】
　また、前記画素定義膜２８６に二重のバリア層２８６ｂ１、２８６ｂ２が備えられるに
することによって、前記画素定義膜２８６内から発生するアウトガスが前記画素定義膜２
８６の外部に排出されて前記表示部２６０に影響を及ぼすことを防止することができる。
特に、前記画素定義膜２８６内から発生するアウトガスが前記画素定義膜２８６の外部に
排出させるためには、前記二重のバリア層２８６ｂ１、２８６ｂ２を回っていかなければ
ならないので、前記アウトガスの排出経路を長くすることによって前記アウトガスの排出
を防ぐことができる効果が得られる。
　もちろん、図５に示されたものとは違って、前記画素定義膜２８６に備えられたバリア
層の数が３個以上の場合もある。
【００４５】
　図６は、本発明の好ましい第３実施形態によるエレクトロルミネッセンスディスプレイ
装置を示す断面図である。
　図６を参照すると、画素定義膜３８６が表示部３６０の間、さらに詳しくは、画素電極
３６１の間に備えられている。この実施形態が前記実施形態と異なる点は、各画素定義膜
３８６が３個以上のバリア層３８６ｂ１、３８６ｂ２、３８６ｂ３、３８６ｂ４、３８６
ｂ５を備えているということである。特に、図６に示されたように前記バリア層３８６ｂ
１、３８６ｂ２、３８６ｂ３、３８６ｂ４、３８６ｂ５は互いに平行になるようにするこ
とによってタマネギの構造のような形態になれる。
【００４６】
　この実施形態においても、多層のバリア層３８６ｂ１、３８６ｂ２、３８６ｂ３、３８
６ｂ４、３８６ｂ５が前記画素定義膜３８６内に備えられるようにすることで、前記画素
定義膜３８６内でアウトガスを誘発する領域の大きさを相対的に減らして窮極的にアウト
ガス量を減少させることができる。
【００４７】
　また前記画素定義膜３８６に多層のバリア層３８６ｂ１、３８６ｂ２、３８６ｂ３、３
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８６ｂ４、３８６ｂ５が備えられることによって、前記画素定義膜３８６内から発生する
アウトガスが前記画素定義膜３８６の外部に排出されて前記表示部３６０に影響を及ぼす
ことを防ぐことができる。特に、前記画素定義膜３８６内から発生するアウトガスが前記
画素定義膜３８６の外部に排出されるためには前記多層のバリア層３８６ｂ１、３８６ｂ
２、３８６ｂ３、３８６ｂ４、３８６ｂ５を回っていかなければならないので、前記アウ
トガスの排出経路を長くすることによって前記アウトガスの排出を防ぐことができる効果
が得られる。
【００４８】
　図７は、本発明の好ましい第４実施形態によるエレクトロルミネッセンスディスプレイ
装置を示す断面図である。
　図７を参照すると、画素定義膜４８６が表示部４６０の間、さらに詳しくは、画素電極
４６１の間に備えられている。この実施形態が前記実施形態と異なる点は、各画素定義膜
４８６が３個以上のバリア層４８６ｂ１、４８６ｂ２、４８６ｂ３、４８６ｂ４、４８６
ｂ５を備えているという点である。特に、図７に示されたように前記バリア層４８６ｂ１
、４８６ｂ２、４８６ｂ３、４８６ｂ４、４８６ｂ５の端部が互いに接することによって
図７に示されたような構造をする。
【００４９】
　この実施形態においても、多層のバリア層４８６ｂ１、４８６ｂ２、４８６ｂ３、４８
６ｂ４、４８６ｂ５が前記画素定義膜４８６内に備えられることによって、前記画素定義
膜４８６内でアウトガスを誘発することができる領域の大きさを相対的に減らして窮極的
にアウトガス量を減少させることができる。
【００５０】
　また、前記画素定義膜４８６に多層のバリア層４８６ｂ１、４８６ｂ２、４８６ｂ３、
４８６ｂ４、４８６ｂ５が備えられることによって、前記画素定義膜４８６内から発生す
るアウトガスが前記画素定義膜４８６の外部に排出されて前記表示部４６０に影響を及ぼ
すことを防ぐことができる。そして、前記画素定義膜４８６内から発生するアウトガスが
前記画素定義膜４８６の外部に排出されるためには前記多層のバリア層４８６ｂ１、４８
６ｂ２、４８６ｂ３、４８６ｂ４、４８６ｂ５を回っていかなければならないので、前記
アウトガスの排出経路を長くすることによって、前記アウトガスの排出を防ぐ効果が得ら
れる。
【００５１】
　一方、この実施形態では、上述したように前記バリア層４８６ｂ１、４８６ｂ２、４８
６ｂ３、４８６ｂ４、４８６ｂ５の端部が互いに接するようになっていて、これを介して
前記画素定義膜４８６の領域の中で前記表示部４６０に隣接した部分はバリア層４８６ｂ
１、４８６ｂ２、４８６ｂ３、４８６ｂ４、４８６ｂ５だけに備えられるようにして、前
記画素定義膜４８６の内部でアウトガスが発生しても、前記表示部４６０に影響を及ぼす
のを防ぐことができる。
【００５２】
　図８は、本発明の好ましい第５実施形態によるエレクトロルミネッセンスディスプレイ
装置を示す断面図である。
　図８を参照すると、画素定義膜５８６が表示部５６０の間、さらに詳しくは、画素電極
５６１の間に備えられている。この実施形態が前記実施形態と異なる点は、各画素定義膜
５８６が３個以上のバリア層５８６ｂ１、５８６ｂ２、５８６ｂ３、５８６ｂ４、５８６
ｂ５を備えているという点である。特に、図８に示されたように、前記バリア層５８６ｂ
１、５８６ｂ２、５８６ｂ３、５８６ｂ４、５８６ｂ５の端部が互いに接することによっ
て、図８に示された構造をとることができる。
【００５３】
　この実施形態が前記第４実施形態と異なる点は、前記画素定義膜５８６内に備えられた
前記バリア層５８６ｂ１、５８６ｂ２、５８６ｂ３、５８６ｂ４、５８６ｂ５の端部の形
態である。前記第４実施形態によるエレクトロルミネッセンスディスプレイ装置において



(12) JP 5302261 B2 2013.10.2

10

20

30

40

50

は、表示部の周りの画素定義膜がバリア層のみで備えられているが、前記バリア層の端部
が隣接することによって、前記表示部と接する部分のバリア層の総厚さが厚くなり、した
がって表示部の領域が細くなるという問題があった。
【００５４】
　しかしながら、この実施形態によるエレクトロルミネッセンスディスプレイ装置におい
ては、前記バリア層５８６ｂ１、５８６ｂ２、５８６ｂ３、５８６ｂ４、５８６ｂ５の端
部が互いに重畳されて接するようになっており、これを介して、前記画素定義膜５８６の
領域の中で前記表示部５６０に隣接した部分は、バリア層５８６ｂ１、５８６ｂ２、５８
６ｂ３、５８６ｂ４、５８６ｂ５だけで備えられるようにして前記画素定義膜５８６の内
部でアウトガスが発生しても前記表示部５６０に影響を及ぼすことを防止すると共に、前
記表示部５６０と接する部分のバリア層５８６ｂ１、５８６ｂ２、５８６ｂ３、５８６ｂ
４、５８６ｂ５の総厚さが一定になるように維持して前記表示部５６０の領域が細くなる
問題を防ぐことができる。
【００５５】
　一方、前述の実施形態において、前記バリア層を含む画素定義膜の厚さを適切に調節す
ることが重要であり、この説明を以下で行う。
　前述の第３実施形態によるエレクトロルミネッセンスディスプレイ装置を示す図９を参
照すると、各画素定義膜に備えられたバリア層の間の長さと一つのバリア層の厚さとを合
わせた値ｌ１、ｌ２、ｌ３、ｌ４、ｌ５は、約１０００Åになるようにするのが好ましい
。
【００５６】
　各画素定義膜３８６に備えられたバリア層３８６ｂ１、３８６ｂ２、３８６ｂ３、３８
６ｂ４、３８６ｂ５間の長さと、一つのバリア層の厚さとを合わせた値ｌ１、ｌ２、ｌ３
、ｌ４、ｌ５が１０００Åよりも著しく大きい場合は、多層のバリア層を備えた画素定義
膜３８６の最終厚さがあまりにも厚くなって、後述するような後工程を実施し難くなるの
で、各画素定義膜３８６に備えられたバリア層３８６ｂ１、３８６ｂ２、３８６ｂ３、３
８６ｂ４、３８６ｂ５間の長さと一つのバリア層の厚さを合わせた値ｌ１、ｌ２、ｌ３、
ｌ４、ｌ５は、約１０００Åになるようにするのが良い。また、前記値が１０００Åより
も著しく小さく形成される場合は、各バリア層が切れたり、まともに形成されないなどの
問題が発生することもあり、これによって前記画素定義膜から発生するアウトガスが排出
されて表示部などに影響を与えることを防ぐという本発明の目的を果たすことができない
ので、前記値が約１０００Åになるようにするのが良い。
【００５７】
　一方、エレクトロルミネッセンスディスプレイ装置の製造において、前記のような画素
定義膜３８６が備えられた後は、画素電極と対向電極との間に介在する、少なくとも発光
層を含む発光部を備える工程が実施される。このような工程は、前記発光部が低分子有機
物で備えられる場合は真空蒸着によって各層を取り入れることができる。しかしながら、
高分子有機物に備えられる場合も、マスクを用いた真空蒸着法を利用したのでは、物理的
なギャップの最小化に限界があり、マスクの変形などによって数十μｍレベルの微細パタ
ーンを有するエレクトロルミネッセンスディスプレイ装置は適用が難しく、大型化に限界
がある。
【００５８】
　このような問題点を乗り越えるために、スピンコーティング工程を用いて有機膜を塗布
した後に、前記有機膜賞にフォトレジストをコーティング、露光及び現像して前記有機膜
を微細パターニングをするリソグラフィ方法を用いる試みがあるが、前記リソグラフィ方
法を用いると、前記方法を実施して形成された有機膜が前記リソグラフィ工程で用いられ
た有機溶媒及び現像液の残留物によって変形されるので、実質的に適用することは難しい
という問題がある。
【００５９】
　前記のような問題点を解決するためにレーザ熱転写法（ＬＩＴＩ：ｌａｓｅｒ　ｉｎｄ
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ｕｃｅｄ　ｔｈｅｒｍａｌ　ｉｍａｇｅ）を用いて有機膜として備えられた表示部を形成
する方法が開発された。
　前記のような熱転写法において、ドナーフィルムに照射するエネルギー源としてレーザ
を用いる場合、所定の値としてフォーカス調節されたレーザビームを前記ドナーフィルム
の上に要求されるパターンによってスキャニングして有機物の塗布が行われ、前記レーザ
のフォーカシングによって必要とする微細パターニングができる。
【００６０】
　問題になるのは、上述したように有機物などが塗布される位置と前記ドナーフィルムの
伝写層とが互いに対向するように配置しラミネイティングをさせる段階において、前記有
機物が塗布される表面に突出部がある場合、正確なアライメント及び正確な有機物の伝写
が難しいということである。
【００６１】
　上述したように、前記有機膜を、レーザ熱転写法を用いて備える工程は画素定義膜が備
えられた後に行われ、図９に示すように画素定義膜３８６は表示部３６０よりも突き出さ
れているので、上述した問題点を解決するためには、前記画素定義膜３８６の厚さを５０
００Å以下で形成した方が良い。
【００６２】
　現在、一般的に備えられる画素定義膜画素の厚さが約１．５μｍないし２μｍであり、
前記のような厚さの画素定義膜を備える場合は、有機膜を上述したレーザ熱転写法を用い
て正確に形成することができなくなる。したがって、前記画素定義膜３８６の厚さｌｐは
、約５０００Å以下になるようにした方が良い。
【００６３】
　この場合、前述のように各画素定義膜３８６に備えられたバリア層３８６ｂ１、３８６
ｂ２、３８６ｂ３、３８６ｂ４、３８６ｂ５間の長さと一つのバリア層との厚さを合わせ
た値ｌ１、ｌ２、ｌ３、ｌ４、ｌ５は、約１０００Åであり、結果的に前記各画素定義膜
３８６に備えられたバリア層３８６ｂ１、３８６ｂ２、３８６ｂ３、３８６ｂ４、３８６
ｂ５の数は、５個以下になるようにした方が良い。
【００６４】
　図１０、図１１及び図１３ないし図１５は、本発明の好ましい一実施形態によるエレク
トロルミネッセンスディスプレイ装置の製造方法、特にバリア層を備えた画素定義膜の製
造工程を示す断面図である。
　図１０を参照すると、前記エレクトロルミネッセンスディスプレイ装置を製造する工程
は、まず基板３８１上にパターンの画素電極３６１を備える段階と、前記基板３８１の全
面に画素定義膜３８６１を形成する段階と、前記画素定義膜３８６１をパターニングして
前記画素電極３６１の一部を露出させる段階とでスタートする。もちろん、前記基板３８
１上に所定パターンの画素電極３６１を備える前に前記基板３８１上に薄膜トランジスタ
３５０、ストレージキャパシタを備える段階を経て、前記対向電極を形成した後に保護膜
または全面基板などを備える段階も経ることができる。
【００６５】
　前記のような段階を経った後、図１１に示すように前記画素定義膜３８６１の上部にバ
リア層３８６ｂ１を形成し、前記露出された画素電極３６１の上部に少なくとも発光層を
含む有機膜を形成し、前記有機膜の上部に対向電極を形成する段階を備える。
　前記画素定義膜３８６１は、有機膜としてポリスチレン、ポリメチルメタアクリレート
、ポリアクリロニトリル、ポリアミド、ポリイミド、ポリアリールエーテル、ヘテロサイ
クリックポリマー、パリレン、フッ素高分子、エポキシ樹脂、ベンゾサイクルロブテン系
樹脂、シロキサン系樹脂及びシーラン樹脂からなる一群から選択される一種の物質で形成
される。
【００６６】
　前述のような工程において、前記画素定義膜３８６１の上部に備えられる前記バリア層
３８６ｂ１は、前記画素定義膜３８６１を塑性することによって自然に形成され、前記塑
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性は、真空オーブン（ｖａｃｕｕｍ ｏｖｅｎ）や炉（ｆｕｒｎａｃｅ）などで熱処理を
実施して行う。
【００６７】
　また、前記バリア層３８６ｂ１は、前記画素定義膜の上部に不純物（Ｘ）を注入する工
程を経って画素定義膜表面を再び硬化させて形成することができる。
　ここで、前記不純物（Ｘ）はＢ、Ｐ及びＡｓからなるイオンの中の一つでもあり、前記
イオンはイオン注入器を、例えばイオンシャワーまたはインプラント（ｉｍｐｌａｎｔｅ
ｒ）を用いて７５ｋｅＶないし８５ｋｅＶの加速エネルギーで１×１０１４ないし１×１
０１５ｉｏｎｓ／ｃｍ２のドーズ量を注入するのが好ましい。
【００６８】
　一方、前記不純物（Ｘ）は、Ａｒ、Ｈｅ、Ｘｅ、Ｈ２及びＮｅからなる不活性気体の中
の一つであり、前記不活性気体はスパッタリングが可能な装備として、例えばエッチャー
（ｅｔｃｈｅｒ）やアッシャー（ａｓｈｅｒ）で１００Ｗの電力で５０ｓｃｃｍ以上のガ
スを１０ｍｔｏｒｒないし４００ｍｔｏｒｒの真空内で前記画素定義膜パターンに加速さ
せることが好ましい。
【００６９】
　ここで、前記バリア層１６０′を厚く形成するほど、アウトガスが有機膜層に放出され
るのを防ぐことができるが、バリア層を厚く形成するためには、高エネルギーを使用した
り不純物濃度を増加させることで可能である。しかしながら、このような工程は、高価な
装備を必要としたり、持続的な投資が必要であるために生産性が低下したり、生産単価が
増加する。
　したがって、不純物ドーピングの後に形成されたバリア層の厚さは、画素定義膜の厚さ
の１０％以下に形成するのが良い。
【００７０】
　図１２は、前述のような熱処理によって２層のバリア層が備えられた画素定義膜の断面
を示す写真である。図１２を参照すると、下部バリア層の場合の厚さは、約５００Åない
し１０００Åであり、上部バリア層の場合の厚さは、約１０００Åないし１５００Åであ
り、画素定義膜の総厚さは約１．５μｍ位である。
【００７１】
　一方、多層バリア層を備えた画素定義膜を形成するために、上述した段階で前記画素定
義膜３８６１の上部にバリア層３８６ｂ１を形成する段階と、前記露出された画素電極３
６１の上部に少なくとも発光層を含む発光部を形成する段階との間には、図１３に示すよ
うに前記基板３８１の全面に画素定義膜３８６２を形成し、前記画素定義膜３８６２をパ
ターニングして前記画素電極３６１の一部を露出させた後、図１４に示すような前記画素
定義膜３８６２の上部にバリア層３８６ｂ２を形成する段階が順次に備えられるようにで
きて、前記のような段階を経ることで図１４に示すような２個のバリア層３８６ｂ１、３
８６ｂ２を備えた画素定義膜を形成することができる。
【００７２】
　そして、前記露出された画素電極３６１の上部に少なくとも発光層を含む発光部を形成
する段階以前に、上述したような段階を繰り返すことで図１５に示すような多層のバリア
層３８６ｂ１、３８６ｂ２、３８６ｂ３、３８６ｂ４、３８６ｂ５を形成することができ
る。
【００７３】
　前記のような工程で、前記基板３８１の全面に画素定義膜３８６１、３８６２を塗布す
る段階において、前記画素定義膜３８６１、３８６２の厚さｌ５′、ｌ４′は約２０００
Åになるように塗布するのが良い。すなわち前記画素定義膜３８６１、３８６２の上部に
バリア層３８６ｂ１、３８６ｂ２を形成する段階は、前述したように塑性、すなわち熱処
理によって行われるので、前記熱処理の過程で前記画素定義膜３８６１、３８６２の厚さ
が薄くなる。したがって、前述のようなバリア層間の長さと一つのバリア層の厚さとを合
わせた値ｌ５、ｌ４が約１０００Åの厚さになるようにするためには、前記画素定義膜３
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８６１、３８６２の厚さｌ５′、ｌ４′を約２０００Åになるように塗布した後に、前記
画素定義膜３８６１、３８６２の厚さが約１０００Åになるまで塑性した方が良い。
【００７４】
　一方、図１５に示された画素定義膜３８６は、前記画素定義膜３８６内に備えられた各
バリア層３８６ｂ１、３８６ｂ２、３８６ｂ３、３８６ｂ４、３８６ｂ５が互いに平行に
なるように備えられたものである。前記のような構造のバリア層３８６ｂ１、３８６ｂ２
、３８６ｂ３、３８６ｂ４、３８６ｂ５が備えられるようにするためには、前記画素定義
膜３８６１の上部にバリア層３８６ｂ１を形成する段階以後、前記画素定義膜３８６２を
パターニングして前記画素電極３６１の一部を露出させる段階は、パターニングされた前
記画素定義膜３８６２がその以前に形成された画素定義膜の上部にバリア層３８６ｂ１を
覆うように行われるようにすれば良い。
【００７５】
　一方、前述のように画素定義膜に備えられたバリア層は、その端部が互いに接するよう
にすることもできるが、図１６ないし図２０に示された断面図は、そのような構造のエレ
クトロルミネッセンスディスプレイ装置の製造方法を示す断面図である。
【００７６】
　まず、図１６に示すように前記基板５８１の全面に画素定義膜５８６１を、その厚さｌ
５′が約２０００Åになるように塗布し、前記画素定義膜５８６１をパターニングして画
素電極５８１の一部が露出されるようにし、その後に前記画素定義膜５８６１を塑性して
図１７に示すように前記画素定義膜の材料の表面にバリア層５８６ｂ１が備えられるよう
にする。この場合、前述のように画素定義膜の厚さが約１０００Åになるまで塑性する。
【００７７】
　その後、図１８に示すように前記基板５８１の全面に画素定義膜５８６２を再び形成し
、これをパターニングして前記画素電極５６１の一部を露出させて、前記のようなパター
ニング段階において前記段階の以前に形成された画素定義膜の上部のバリア層５８６ｂ１
の端部が露出されるようにする。そして、前記画素定義膜５８６２を塑性して、図１９に
示すように前記画素定義膜の上部に二番目のバリア層５８６ｂ２が備えられるようにする
。前記のような段階を繰り返して図２０に示すように多層のバリア層５８６ｂ１、５８６
ｂ２、５８６ｂ３、５８６ｂ４、５８６ｂ５が備えられて、前記バリア層５８６ｂ１、５
８６ｂ２、５８６ｂ３、５８６ｂ４、５８６ｂ５の端部が互いに接している画素定義膜５
８６を形成することができる。
【００７８】
　一方、前記実施形態において、アクティブマトリックス型エレクトロルミネッセンスデ
ィスプレイ装置に本発明を適用した例で説明したが、アクティブマトリックス型エレクト
ロルミネッセンスディスプレイ装置の以外にもパッシブマトリックス型エレクトロルミネ
ッセンスディスプレイ装置など、画素定義膜が備えられるエレクトロルミネッセンスディ
スプレイ装置であれば、どのような装置であれとも本発明が適用できる。
【００７９】
　本発明は、図面に示された実施形態を参照しながら説明したが、これは例示的なことに
過ぎず、当技術分野で通常の知識を有する者であればこれによって多様な変形及び均等な
他の実施形態が可能であろう。よって、本発明の技術的な保護範囲は添付された特許請求
範囲の技術的思想によって定められなければならない。
【符号の説明】
【００８０】
　２５０、３５０、４５０、５５０：薄膜トランジスタ
　１３５、２５１、３５１、４５１、５５１：ゲート電極
　２５２、３５２、４５２、５５２：ソース電極
　２５３、３５３、４５３、５５３：ドレイン電極
　２６０、３６０、４６０、５６０：表示部
　１６５、２６１、３６１、４６１、５６１：画素電極
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　１６２、２６２、３６２、４６２、５６２：対向電極
　１２５、２８０、３８０、４８０、５８０：半導体層
　１００、２８１、３８１、４８１、５８１：基板
　１１０、２８２、３８２、４８２、５８２：バッファ層
　１２０、２８３、３８３、４８３、５８３：ゲート絶縁膜
　１３０、２８４、３８４、４８４、５８４：層間絶縁膜
　２８５、３８５、４８５、５８５：第１保護膜
　１６０、２８６、３８６、４８６、５８６：画素定義膜
　１７０、２８７、３８７、４８７、５８７：有機膜
　２８９、３８９、４８９、５８９：第２保護膜

【図１】 【図２】
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